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◆◆  福福岡岡県県内内のの災災害害拠拠点点病病院院一一覧覧  〔表 3-35〕 
（2023(令和５)年９月末現在） 

地域区分 No. 医 療 機 関 名 所 在 地 備  考 ヘリポート 

福  岡 

1 九州大学病院 福岡市東区馬出 3-1-1 救命救急センター 屋上 

2 福岡和白病院 福岡市東区和白丘 2-2-75  屋上 

3 
（基幹災害拠点病院※）            

九州医療センター 
福岡市中央区地行浜 1-8-1 

基幹災害拠点病院 
救命救急センター 

屋上 

4 福岡県済生会福岡総合病院 福岡市中央区天神 1-3-46 救命救急センター 屋上 

5 浜の町病院 福岡市中央区長浜 3-3-1  近接地 

6 福岡赤十字病院 福岡市南区大楠 3-1-1  屋上 

7 福岡大学病院 福岡市城南区七隈 7-45-1 救命救急センター 敷地内 

8 福岡記念病院 福岡市早良区西新 1-1-35  近接地 

9 福岡県済生会二日市病院 筑紫野市湯町 3-13-1  近接地 

10 福岡徳洲会病院 春日市須玖北 4-5  屋上 

11 福岡東医療センター 古賀市千鳥 1-1-1 
地域救命救急センタ
ー 

敷地内 

12 宗像水光会総合病院 福津市日蒔野 5-7-1  近接地 

13 福岡青洲会病院 糟屋郡粕屋町長者原西 4-11-8  近接地 

筑  後 

14 大牟田市立病院 大牟田市宝坂町 2-19-1  近接地 

15 久留米大学病院 久留米市旭町 67 

高度救命救急センタ
ー 
ドクターヘリ基地病
院 

屋上 

16 聖マリア病院 久留米市津福本町 422 救命救急センター 屋上 

17 田主丸中央病院 久留米市田主丸町益生田 892  近接地 

18 筑後市立病院 筑後市大字和泉 917-1  屋上 

19 朝倉医師会病院 朝倉市来春 422-1  敷地内 

20 ヨコクラ病院 みやま市高田町濃施 480-2  屋上 

筑  豊 
21 飯塚病院 飯塚市芳雄町 3-83 救命救急センター 近接地 

22 田川市立病院 田川市大字糒 1700-2  近接地 

北 九 州 

23 新小文字病院 北九州市門司区大里新町 2-5  屋上 

24 戸畑共立病院 北九州市戸畑区沢見 2-5-1  近接地 

25 北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町 1-1 救命救急センター 敷地内 

26 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借 2-1-1   近接地 

27 健和会大手町病院 北九州市小倉北区大手町 13-1  近接地 

28 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町 1-1  屋上 

29 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉 2-6-2 救命救急センター 屋上 

30 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘 1-1  敷地内 

31 九州病院 北九州市八幡西区岸の浦 1-8-1  屋上 

32 新行橋病院 行橋市道場寺 1411  屋上 

33 小波瀬病院 京都郡苅田町大字新津 1598  屋上 

※ 基幹災害拠点病院は、災害医療に精通した医療人材の育成について中心的役割を担います。 
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８８  新新興興感感染染症症発発生生・・ままんん延延時時ににおおけけるる医医療療等等 
 

【【現現状状とと課課題題】】  

（（１１））新新興興感感染染症症対対策策  

○ 新興感染症（新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症）について

は、全国的かつ急速なまん延が想定され、入院患者及び外来受診者の急増が想定さ

れることから、新型コロナウイルス感染症対応における医療提供体制を想定し、入

院及び発熱患者に対応する医療機関や、その後方支援を行う医療機関の確保、保健

環境研究所等、保健所、民間検査機関等における検査体制等の整備を迅速に行うこ

とが重要です。また、その際は、感染症医療と一般医療との両立を図ることが必要

です。 

 

〇 迅速に適切な対応を行うためには、平時より患者の検体等の迅速かつ効率的な

収集体制の整備、医療機関での個人防護具の備蓄や感染症に対応できる人材の育

成と確保に取り組むことが重要です。 

 

○ 近年、中国や東南アジアなどを中心に、鳥の間で H5N1 亜型、H7N9 亜型等の高

病原性鳥インフルエンザが流行しており、人への感染や死亡例も報告されていま

す。このような鳥インフルエンザのウイルスが変異すること等により、人から人

へ効率よく感染する能力を獲得して強い病原性を示す新型インフルエンザが発生

することが懸念されています。 

 

○ 新型インフルエンザがひとたび発生すれば、ほとんどの人はこの新型インフル

エンザウイルスに対する免疫を獲得していないと考えられるため、急速かつ広範

に感染が広がり、世界的流行を呈する状態（パンデミック）となり、甚大な健康

被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されます。 

  

（（２２））人人獣獣共共通通感感染染症症対対策策  

○ 感染症の約６割は人と動物双方に感染する「人獣共通感染症」であることか

ら、この対策の充実強化も重要となっています。新型コロナウイルス感染症を含

めた人獣共通感染症に対応していくためには、人と動物の健康と環境の健全性を

一つと捉え、一体的に守っていく「ワンヘルス」の理念に基づく取組が重要にな

ります。 

  

【【医医療療機機能能とと医医療療連連携携】】 
（（１１））第第一一種種感感染染症症指指定定医医療療機機関関及及びび第第二二種種感感染染症症指指定定医医療療機機関関  
 〇 一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当

させる医療機関として第一種感染症指定医療機関を指定します。また、二類感染症

又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として第二

種感染症指定医療機関を指定します。 
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（（２２））協協定定締締結結医医療療機機関関とと流流行行初初期期医医療療確確保保措措置置  

〇 新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療等

が提供できるよう、福岡県感染症対策連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と

協議の上、平時から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）」に基づく医療措置協定

を締結します。また、その際は、幅広い医療機関が当該感染症に対応し、重症度に

応じた入院の受入れ、外来対応や後方支援等、役割分担が図られるよう、地域にお

ける感染症対策の中核的機関である保健所とともに、医師会、歯科医師会、薬剤師

会等の関係団体と連携して調整します。 

 

○ 医療措置協定の締結に当たっては、新型コロナウイルス感染症対応における医

療提供体制を参考とし、県単位で必要な医療提供体制を確保することを基本とし

つつ、重症者用の病床の確保も行うとともに、特に配慮が必要な患者（精神疾患を

有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障がい者児、高齢者、認知症である者、が

ん患者、外国人等）や感染症以外の患者への対応を含めて切れ目のない医療提供体

制の整備を図るよう努めます。 

 

〇 また、流行初期（発生の公表後の３か月を基本として必要最小限の期間を想定）

の段階から入院・発熱外来対応を行う旨の医療措置協定を締結します。実際に対応

した医療機関については、流行初期医療確保措置の対象となり、補助金や診療報酬

の上乗せ等による十分な財政支援が整備されるまでの間において、流行初期医療

の確保に要する費用が支給されます。 

  

①①  入入院院（（第第一一種種協協定定指指定定医医療療機機関関））  

〇  新興感染症発生等公表期間14に新興感染症の入院を担当する医療機関と平時

に医療措置協定を締結し、第一種協定指定医療機関に指定します。 

 

②②  発発熱熱外外来来、、自自宅宅療療養養者者等等へへのの医医療療のの提提供供（（第第二二種種協協定定指指定定医医療療機機関関））  

〇 新興感染症発生等公表期間に新興感染症の発熱外来を担当する医療機関や

自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局、訪問看護事業所と平

時に医療措置協定を締結し、第二種協定指定医療機関に指定します。 

 

〇 また、自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局、訪問看護事

業所における高齢者施設等に対する医療支援体制も確認します。 

 

③③  後後方方支支援援、、人人材材派派遣遣  

〇 新興感染症発生等公表期間に第一種協定指定医療機関や第二種協定指定医

 
14  新興感染症発生等公表期間：感染症法第 36 条の２第１項に規定する新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認めら

れなくなった旨の公表等が行われるまでの期間。  

158

第
３
章

第
２
節



 
 

--  115588  -- 
 

（（２２））協協定定締締結結医医療療機機関関とと流流行行初初期期医医療療確確保保措措置置  

〇 新興感染症が発生した際に、速やかに入院、外来診療、自宅療養者等への医療等

が提供できるよう、福岡県感染症対策連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と

協議の上、平時から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）」に基づく医療措置協定

を締結します。また、その際は、幅広い医療機関が当該感染症に対応し、重症度に

応じた入院の受入れ、外来対応や後方支援等、役割分担が図られるよう、地域にお

ける感染症対策の中核的機関である保健所とともに、医師会、歯科医師会、薬剤師

会等の関係団体と連携して調整します。 

 

○ 医療措置協定の締結に当たっては、新型コロナウイルス感染症対応における医

療提供体制を参考とし、県単位で必要な医療提供体制を確保することを基本とし

つつ、重症者用の病床の確保も行うとともに、特に配慮が必要な患者（精神疾患を

有する患者、妊産婦、小児、透析患者、障がい者児、高齢者、認知症である者、が

ん患者、外国人等）や感染症以外の患者への対応を含めて切れ目のない医療提供体

制の整備を図るよう努めます。 

 

〇 また、流行初期（発生の公表後の３か月を基本として必要最小限の期間を想定）

の段階から入院・発熱外来対応を行う旨の医療措置協定を締結します。実際に対応

した医療機関については、流行初期医療確保措置の対象となり、補助金や診療報酬

の上乗せ等による十分な財政支援が整備されるまでの間において、流行初期医療

の確保に要する費用が支給されます。 

  

①①  入入院院（（第第一一種種協協定定指指定定医医療療機機関関））  

〇  新興感染症発生等公表期間14に新興感染症の入院を担当する医療機関と平時

に医療措置協定を締結し、第一種協定指定医療機関に指定します。 

 

②②  発発熱熱外外来来、、自自宅宅療療養養者者等等へへのの医医療療のの提提供供（（第第二二種種協協定定指指定定医医療療機機関関））  

〇 新興感染症発生等公表期間に新興感染症の発熱外来を担当する医療機関や

自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局、訪問看護事業所と平

時に医療措置協定を締結し、第二種協定指定医療機関に指定します。 

 

〇 また、自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局、訪問看護事

業所における高齢者施設等に対する医療支援体制も確認します。 

 

③③  後後方方支支援援、、人人材材派派遣遣  

〇 新興感染症発生等公表期間に第一種協定指定医療機関や第二種協定指定医

 
14  新興感染症発生等公表期間：感染症法第 36 条の２第１項に規定する新型インフルエンザ

等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認めら

れなくなった旨の公表等が行われるまでの期間。  
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療機関に代わって患者を受け入れる医療機関や感染症医療担当従事者等を派

遣する医療機関と平時に医療措置協定を締結します。 

 

〇 また、回復した患者の退院先となる高齢者施設等とも連携した上で、後方支

援体制を整備するとともに、医療人材の応援体制を整備し、都道府県の区域を

越えた医療人材の応援を要請する場合の方針について、平時から確認するよう

努めます。 

 

（（３３））医医薬薬品品等等のの備備蓄蓄等等  

〇 新型インフルエンザ等感染症などの感染症の汎流行時に、地域におけるその予

防又は治療に必要な医薬品の供給及び流通が的確に行われるよう、国との適切な役

割分担のもと、必要な医薬品等の備蓄又は確保に努め、感染症に対応する医療機関

や薬局等が、必要に応じて使用できるように努めます。 

 

〇 また、医療機関と平時に感染症法に基づき医療措置協定を締結するに当たって

は、診療等の際に用いる個人防護具の備蓄を求めるように努めます。 

  

◆ 第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関〔第３章 第３節１ 

（１）感染症対策 表 3-59 及び表 3-60〕 

 

◆ 医療措置協定締結医療機関  

※ 以下の県ホームページに掲載しています。 

（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/iryousotikyoutei.html） 

 

 

【【今今後後のの方方向向】】  

（（１１））新新興興感感染染症症対対策策  

①①  発発生生早早期期  

〇 新興感染症の国内での発生早期（新興感染症発生から法に基づく厚生労働 

大臣による発生の公表前まで）の段階は、第一種及び第二種感染症指定医療機

関の感染症病床を中心に対応します。なお、国は、その対応により得られた知

見を含む国内外の最新の知見等について、随時、収集及び医療機関等への周知

を行います。 

 

  ②②  流流行行初初期期  

〇 流行初期には、まずは第一種及び第二種感染症指定医療機関が、引き続き対

応を行います。また、知事による判断に基づき、第一種及び第二種感染症指定

医療機関以外の流行初期医療確保措置の対象となる医療措置協定を締結した

医療機関も中心に対応していきます。 
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  ③③  流流行行初初期期以以降降  

〇 流行初期以降は、当該医療機関以外の医療措置協定を締結した医療機関の 

うち、公的医療機関等や対応可能な医療機関も中心となった対応とし、その後

３か月程度を目途に、順次速やかに、医療措置協定を締結した全ての医療機関

で対応していきます。 

 

〇 なお、公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、各

地域におけるその機能や役割を踏まえ、新興感染症発生等公表期間に新興感染

症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を講ずることが義務付けら

れています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 実際に発生及びまん延した新興感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態と

なった場合は、新型コロナウイルス感染症への対応（流行株の変異等の都度、国が

方針を提示）を参考に、国が、国内外の最新の知見や、現場の状況を把握しながら、

適切に判断し、周知します。 

 

○ 新型インフルエンザが発生した際に、感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生

命及び健康を守るとともに、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるよ

う「福岡県新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき次の対策等を実施しま

す。 

・ 国及び市町村等と連携した特定接種15及び住民接種16の予防接種体制の構築。 

・ 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄。 

 
15  特定接種：医療の提供、国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員

や、新型インフルエンザ等対策の実施に関わる公務員に対して行う予防接種。  
16  住民接種：市町村が主体となり、住民に対して行う予防接種。市町村での円滑な住民接種

が実施できるよう、県は国と連携しながら、技術的支援を行う。  

流行初期以降 

流行初期経過後から 
３か月程度まで 

流行初期 

発生の公表から 
３か月程度まで 

発生早期 

新興感染症発生から 
法に基づく厚生労働 
大臣による発生の公 
表前まで 

 第一種及び第二種感染症指定医療機関（感染症病床） 

流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関 

全ての協定締結医療機関 

※まず公的医療機関等や対応 
可能な医療機関が対応し、 
その後、順次速やかに対応 
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  ③③  流流行行初初期期以以降降  

〇 流行初期以降は、当該医療機関以外の医療措置協定を締結した医療機関の 

うち、公的医療機関等や対応可能な医療機関も中心となった対応とし、その後

３か月程度を目途に、順次速やかに、医療措置協定を締結した全ての医療機関

で対応していきます。 

 

〇 なお、公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、各

地域におけるその機能や役割を踏まえ、新興感染症発生等公表期間に新興感染

症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を講ずることが義務付けら

れています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 実際に発生及びまん延した新興感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態と

なった場合は、新型コロナウイルス感染症への対応（流行株の変異等の都度、国が

方針を提示）を参考に、国が、国内外の最新の知見や、現場の状況を把握しながら、

適切に判断し、周知します。 

 

○ 新型インフルエンザが発生した際に、感染拡大を可能な限り抑制し、県民の生

命及び健康を守るとともに、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるよ

う「福岡県新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき次の対策等を実施しま

す。 

・ 国及び市町村等と連携した特定接種15及び住民接種16の予防接種体制の構築。 

・ 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄。 

 
15  特定接種：医療の提供、国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員

や、新型インフルエンザ等対策の実施に関わる公務員に対して行う予防接種。  
16  住民接種：市町村が主体となり、住民に対して行う予防接種。市町村での円滑な住民接種

が実施できるよう、県は国と連携しながら、技術的支援を行う。  

流行初期以降 

流行初期経過後から 
３か月程度まで 

流行初期 

発生の公表から 
３か月程度まで 

発生早期 

新興感染症発生から 
法に基づく厚生労働 
大臣による発生の公 
表前まで 

 第一種及び第二種感染症指定医療機関（感染症病床） 

流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関 

全ての協定締結医療機関 

※まず公的医療機関等や対応 
可能な医療機関が対応し、 
その後、順次速やかに対応 
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・ 県、市町村、指定地方公共機関17及び登録事業者18によるインフルエンザ発生

時の業務継続計画の作成など、事前の十分な準備。 

・ 帰国者・接触者外来医療機関19、感染症指定医療機関、入院協力医療機関20と

の訓練及び地域対策連絡会議21の実施による地域の関係者との密接な連携等。 

  

（（２２））人人獣獣共共通通感感染染症症対対策策  

○ 人獣共通感染症対策を推進するために、「福岡県ワンヘルス推進基本条例」

及び同条例に基づき策定した「福岡県ワンヘルス推進行動計画」、並びに「環

境と人と動物のより良い関係づくり等福岡県におけるワンヘルスの実践促進に

関する条例」に掲げる施策に取り組み、教育・啓発による県民への理解の促

進、ワンヘルスを実践する中核拠点であるワンヘルスセンターの整備、アジア

各国、九州各県、大学、研究機関と広域的に連携して、人獣共通感染症対策と

薬剤耐性対策を行うアジア新興・人獣共通感染症センター（仮称）の誘致、世

界トップクラスの研究者による国際会議の開催などに取り組みます。 

  

【【目目標標のの設設定定】】 
区分 項目 流行初期 流行初期以降 

医医療療提提

供供体体制制  

① 入院病床数（感染症病床は除く） 350 床 2,000 床 

  うち重症者用   うち 80 床   うち 200 床 

② 発熱外来機関数 55 機関 2,100 機関 

③ 自宅療養者等への医療提供機関数 

 ア 病院・診療所 

 イ 薬局 

 ウ 訪問看護事業所 

  

 

 ア 1,000 機関 

 イ 1,000 機関 

 ウ  150 機関 

④ 後方支援機関数   200 機関 

⑤ 人材派遣人数   
医師   20 人 

看護師 20 人 

物物資資のの

確確保保  

⑥ 個人防護具を十分に備蓄する協定

締結機関数 

協定締結医療機関（病院・診療

所・訪問看護事業所）のうち８割

以上 

 
17  指定地方公共機関：社会的責務を有する、医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電

気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で知事が指定するもの。  
18  登録事業者：医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者で、

特定接種の対象として厚生労働大臣の登録を受けているもの。  
19  帰国者・接触者外来：県内発生早期に新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や接触

者であって、発熱・呼吸器症状等を有する者に係る診療を行う外来。  
20  入院協力医療機関：新型インフルエンザ等患者の入院治療が可能な医療機関。  
21  地域対策連絡会議：（二次医療圏等の圏域を単位とし）保健所を中心として、地域医師

会、地域薬剤師会、指定（地方）公共機関を含む地域の中核的医療機関（独立行政法人国立

病院機構の病院、大学付属病院、公立病院等）や医療機関、薬局、消防等の関係者からなる

対策会議。 
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